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はじめに

2000年９月に始まったパレスチナの武力によ

る抵抗運動である ｢アル・アクサ・インティファー

ダ (Al-Aqsa Intifadah)｣ は､ イスラエルでは

安全保障上の脅威として捉えられている｡ そし

て､ このような認識は､ 自爆テロが頻発するよ

うになってからさらに強まってきている｡ イス

ラエルには､ アル・アクサ･インティファーダ

へどう対処するか､ さらにはパレスチナ側にど

のように関与していくかについて､ 様々な意見

があるが､ その一つに ｢一方的分離 (Unilateral

Separation又は Unilateral Disengagement)｣ 構

想がある｡ これは､ ｢グリーン・ライン (Green

Line)｣ に沿って､ 又はその外側に境界線を一

方的に定めることで､ イスラエルが管轄する領

域をパレスチナ人が居住している領域と分離し､

前者の中で ｢テロ｣ が起きるのを防止しようと

いうものである｡ 定める境界線によっては､

現在イスラエルの支配が及んでいる領域から

撤退することもあり､ その場合は ｢一方的撤退

(Unilateral Withdrawal)｣ ということもある｡

なお､ グリーン･ラインとは､ 第一次中東戦

争 (1948－49年) の休戦ライン (地図１を参照)

の通称であり､ その中の領域は､ イスラエルの

領土として国際的にはほぼ認知されている｡ 英

国の委任統治領パレスチナ (1922－48年) であっ

た領域のうち､ グリーン・ラインの外に東エル

サレム､ ヨルダン川西岸 (West Bank)､ ガザ

地区 (Gaza Strip) があるが､ これらの領域は

第三次中東戦争 (1967年) でイスラエルによっ

て占領された｡

｢一方的分離｣ 構想が最近俎上に載せられた

のは､ 2003年１月28日のイスラエルの議会であ

るクネセト (この言葉はヘブライ語で､ アルファ

ベットで表記すると "Knesset" となる)(１) の選挙

においてである｡ アムラン・ミツナ (Amram

Mitzna) 党首率いる労働党は､ ｢一方的分離｣

構想を含む対パレスチナ政策を掲げて選挙に臨

んだ(２)｡ ガザ地区から一方的に撤退し､ ヨル

ダン川西岸についてはパレスチナ側と交渉する

というものである｡ そして､ 交渉が妥結しなけ

れば､ ヨルダン川西岸からも一方的に撤退する

という｡ 労働党は､ この選挙でかろうじて第二

党の地位を維持したが議席を大幅に減らしたの

で､ その ｢一方的分離｣ 構想が当面表舞台に出

ることはないと思われる｡ しかしながら､ この

構想はミツナ党首と労働党のオリジナルという

ことではなく､ 以前からイスラエルにおいて様々

なヴァリエーションを持って考案されてきたも

のである｡ 実際､ 後述するように､ この構想の
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一部は既に実施されているという側面も持つ｡

本稿では､ この ｢一方的分離｣ 構想を概観す

ることで､ 現在のイスラエルの安全保障におけ

る問題を明らかにしようとするものである｡ は

じめにアル・アクサ・インティファーダの開始

から現在までのイスラエルとパレスチナの暴力

の連鎖ともいえる状況を簡単に紹介し､ 次にイ

スラエル国内の ｢一方的分離｣ 構想の概略を示

した後､ イスラエルの安全保障における ｢テロ｣

及びアル・アクサ・インティファーダへの今後

考えられうる対応に考察を加えるものである｡

なお､ アル・アクサ・インティファーダにお

けるパレスチナ人の暴力､ 特に一般住民に対す

る武力行使をイスラエルが ｢テロ｣ と呼ぶ一方､

パレスチナ側は ｢テロ｣ という呼称を否定して

いる(３)｡ 本稿は､ 主にイスラエルの文献を使

用してイスラエルの安全保障を論じるので､

｢テロ｣ という表現をそのまま用いるが､ 両者

の見解の相違については論考の対象とはしな

い｡

Ⅰ アル・アクサ・インティファーダか

ら現在まで

数度に亘る戦争を挟んで続いてきたイスラエ

ル・パレスチナ紛争は､ 1993年９月のオスロ合

意によって一旦は平和的な解決の方向性が現れ

ていた｡ オスロ合意とは､ イスラエルとパレス

チナ解放機構 (Palestine Liberation Organiza-

tion : PLO) が調印した ｢暫定自治に関する諸

原則の宣言｣ (1993年９月) のことで､ これは､

はじめにエリコ (ヨルダン川西岸) とガザ地区

でパレスチナ人が暫定自治を行い､ 後にその範

囲を徐々に拡大していくとともに､ ｢最終的地

位｣ に関する交渉を両者の間で行うというもの

である｡ ここでいう ｢最終的地位｣ に関する交

渉とは､ エルサレム､ 難民､ 入植地､ 境界線の

確定などを対象とするものである｡ オスロ合意

をはじめとする両者の一連の合意に基づき､ ヨ

ルダン川西岸・ガザ地区は､ 管轄の主体によっ

て三つのカテゴリーに分けられる｡ パレスチナ

自治政府が管轄するＡ地域､ パレスチナ自治政
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府とイスラエルが共同で管轄するＢ地域､ イス

ラエルが管轄するＣ地域である｡ 管轄権の異動

については､ イスラエルとパレスチナ自治政府

の間の交渉で複雑な経緯を辿り､ 1998年10月の

ワイ合意 (Wye Agreement) の実施によって､

西岸のうち18％がＡ地域､ 22％がＢ地域､ 残り

の60％がＣ地域となった(４)｡

ところが､ オスロ合意に基づく中東和平プロ

セスは､ 2000年９月にアル・アクサ・インティ

ファーダが始まったことで､ 危機にさらされて

おり打開の展望のないまま現在に至っている｡

アル・アクサ・インティファーダとは､ アリエ

ル・シャロン (Ariel Sharon)・リクード党首

(現首相) が､ エルサレム旧市街 (東エルサレム)

にあるハラーム・アッシャリーフ (Haram Al-

Sharif) を訪問したこと (2000年９月28日) を直

接的な契機とするものである｡ この行為を自分

達に対する挑発ととらえて､ パレスチナ人が翌

日に起こした大規模なデモは､ イスラエルの警

察との衝突に発展し多くの死傷者を出すに至っ

た(５)｡ なお､ アル・アクサ・インティファー

ダという名称は､ 1987から1993年にわたって続

いたパレスチナ人の抵抗運動であるインティファー

ダと区別するために､ ハラーム・アッシャリー

フにあるアル・アクサ・モスク (Al-Aksa

Mosque) の名を冠したものである｡ ハラーム・

アッシャリーフはアラビア語で ｢高貴な聖域｣

を意味し､ イスラーム及びユダヤ教の聖地とさ

れている(６)｡

これ以降､ パレスチナ側から武力の行使―イ

スラエルがいうところの ｢テロ｣ ―を含む様々

な行動がなされるようになる｡ イスラエルによ

れば､ 具体的には､ 自爆テロ､ 銃撃､ 暴動､ リ

ンチ､ 火炎爆弾､ 自動車爆弾及び迫撃砲による

攻撃などである(７)｡ 当初は暴動や銃撃が主で

あったのが､ 後に自爆テロや迫撃砲による砲撃

までなされるようになった(８)｡ また､ 攻撃の

対象という点からみると､ 入植地(９) などのグ

リーン・ラインの外からグリーン・ラインの中

に変化してきたといえる(10)｡ これは､ ファタ

ハ (Fatah､ PLOにおいて支配的な勢力を持つ政

治組織で､ アラファト自治政府長官がその指導者で

ある) に属する武装組織であるタンジーム

(Tanzim) やパレスチナ自治政府の治安組織が

最初はグリーン・ラインの外を主に攻撃の対象

としていたのが､ イスラーム原理主義の武装組

織であるハマース (Hamas) やイスラミック・

ジハード (Islamic Jihad) と同様にグリーン・

ライン内の民間人をも攻撃の対象とするように

なったことによる(11)｡ その理由としては､ 入

植地及び軍事拠点への攻撃は容易に反撃がなさ

れたのに対して､ 無防備な民間人を対象とする

自爆テロの方がもたらす被害がより大きいこと､

｢テロ｣ へのイスラエルの対抗措置の強化を受

けてパレスチナ人の間で自爆テロに対する支持

が高まってきたことが挙げられる｡ ファタハの

中で､ 自爆テロを担ったのは､ アル・アクサ殉

教者旅団 (Al Aqsa Martyrs Brigades) である｡

このように､ アル・アクサ・インティファーダ

におけるパレスチナ側の武力行使は､ パレスチ

ナ自治政府 (Palestinian Authority) の治安組

織を含む武装組織という単位でなされており､

大衆的な抵抗運動であったインティファーダ

(1987－1993年) とは大きく異なるといえる(12)｡

アル・アクサ・インティファーダの ｢テロ｣

に対するイスラエルの対抗措置は､ 攻撃に対し

て直接的に反撃を行うのはもとより､ ヨルダン

川西岸・ガザ地区で住民やモノの移動を制限す

るなどの経済的な措置から､ ｢テロの拠点｣

又は ｢テロ｣ を支援しているとイスラエルが判

断したパレスチナ自治政府や他の武装組織に対

する攻撃に至るまで広範なものである( 13 )｡

イスラエルの対抗措置が質量ともに飛躍的に

伸びたのは､ 2002年３月の ｢守りの盾｣ 作戦

(Operation Defensive Shield) である｡ ｢守りの

盾｣ 作戦とは､ ３月27日にナタニヤ (イスラエ

ル中部､ グリーン・ライン内) で起きた29人の死

者を出した自爆テロを受けて､ イスラエルが翌

日に開始したものである｡ イスラエルは､ その

目的をパレスチナの ｢テロの拠点｣ を破壊し
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｢テロリスト｣ を逮捕するとしているが(14)､ 一

連の軍事行動の結果､ ヨルダン川西岸のパレス

チナ自治区 (Ａ地域及びＢ地域をいう､ 地図２を

参照) にある主要な都市のすべてをイスラエル

軍が一時的にその支配下に置くに至った(15)｡

以後､ 自爆テロなどパレスチナ側が武力を行使

するたびに､ イスラエルはパレスチナ自治政府

や武装組織に攻撃を加えたり､ パレスチナ自治

区に侵攻したりしている｡ また､ 武力行使に対

する直接的な対抗措置でなくても､ ｢テロリス

ト｣ の逮捕や ｢テロの拠点｣ の破壊を目的とし

て軍事行動を行っている｡

アル・アクサ・インティファーダの原因やそ

の責任については､ イスラエルとパレスチナの

双方でその主張が大きく異なるものの､ キャン

プ・デービットで行われた ｢最終的地位｣ に関

する交渉 (2000年７月) の決裂が背景としてあ

ることはいうまでもない｡ クリントン(Clinton)

米大統領(当時)の仲介のもと､ バラク(Barak)・

イスラエル首相 (当時) とアラファト (Arafat)・

パレスチナ自治政府長官という首脳レベルで行

われた交渉が合意を見なかったことで､ 中東和

平プロセスに停滞感がもたらされ､ 両者の武力

衝突を抑止又は緩和するものとなりえなかった

といえる｡

Ⅱ ｢一方的分離｣ 構想の概略と特質

アル・アクサ・インティファーダという安全

保障上の脅威への対策として考案されているの

が､ ｢一方的分離｣ 構想である｡ この構想は､

グリーン・ラインに沿って又はその外側に境界

線を定め､ パレスチナ人が居住している領域と

の間に分離地帯を設置し､ そこに物理的な障壁

や戦力の拠点を構築するというものである｡ こ

れは､ パレスチナ側との交渉や合意によらず､

イスラエルが一方的に行う｡ ｢分離｣ が ｢一方

的｣ になされるのは､ 交渉相手としてのパレス

チナ側に対する不信感が背景としてある｡ 他方､

｢分離｣ の程度について確立したものがあるわ
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けではない｡ フェンスの設置から､ 一定の幅を

確保した緩衝地帯の設定まで考えられる｡

イスラエルの著名なシンクタンクであるジャッ

フェ戦略問題研究所 (Jaffee Center for Stra-

tegic Studies) のシュロモ・ブロム (Shlomo

Brom) 研究員によると､ ｢一方的分離｣ 構想は

次の四つに分けることができる(16)｡

① ｢安全保障上の一方的分離｣

… グリーン・ライン沿いに物理的な障壁と

戦力の拠点を構築する｡ 入植地の防衛はこれま

でどおりとする｡

② ｢全面的一方的分離｣

… ｢一方的分離｣ の範囲を､ オスロ合意によ

るＣ地域と他の地域との境界線にまで広げる｡

③ ｢恒久的一方的分離｣

… グリーン・ラインを基本として､ エルサ

レム近郊や大型の入植地を含めた地域とヨルダ

ン川西岸・ガザ地区の残りの地域との間に境界

線を設定し､ それを恒久的なものであると宣言

する｡

④ ｢暫定的一方的分離｣

… ③と同様の範囲であるが､ 恒久的ではな

く暫定的な境界線とする｡

｢一方的分離｣ 構想は､ イスラエルが管轄す

る領域－主にグリーン･ライン内－に ｢テロリ

スト｣ が侵入することを防止するために､ パレ

スチナ人が居住している領域との間に分離地帯

を設置するものであることから､ ①はその基本

であり､ ヴァリエーションのうち最小限のもの

といえる｡ ガザ地区に接するグリーン･ライン

には既にフェンスが設置されており､ シャロン

現政権もヨルダン川西岸で同様のフェンスを建

設している(17)｡ これは､ ①のカテゴリーに入

ると思われる｡ ｢一方的分離｣ の範囲を見ると､

①が最小､ ②が最大､ その中間に③と④がある｡

また､ ①以外は､ イスラエルが支配を及ぼす範

囲と ｢一方的分離｣ の範囲は重なっており､ ③

と④は ｢一方的撤退｣ ともいえる｡ キャンプ・

デービット交渉では､ イスラエルはヨルダン川

西岸の90％とガザ地区のすべてからの撤退を提

案したともいわれるが(18)､ ③と④で想定され

る地域はこれに近いものになると思われる｡

他方､ ｢分離｣ する境界線の性格については､

それを恒久的とする③は､ イスラエルの国内政

治において最も論争的なものである｡ 将来のパ

レスチナ国家の領土としてヨルダン川西岸・ガ

ザ地区のうちどこまで認めるかという問題につ

いて､ イスラエルではコンセンサスは得られて

いない｡ しかしながら､ 恒久的なものでなくて

も､ 分離を実施する以上その範囲はイスラエル

の領土要求の基本ラインとも解釈されうること

から､ どの範囲を是とするかはヨルダン川西岸・

ガザ地区にどのような国境線を引くのが望まし

いかという政治的立場を反映するものになると

もいえる｡ 一例を挙げると､ ｢全面的一方的分

離｣ 構想ですら､ 現在のパレスチナ自治区の一

部又は全部をイスラエル領とすべきという立場

からは､ パレスチナ側に対して妥協的な政策と

映ることになる｡

なお､ ｢一方的分離｣ 構想については次節以

降で分析を加えるが､ フェンスや分離地帯の設

置によっても ｢テロリスト｣ の侵入を防止しき

れるものではないという戦術的な観点からの批

判があることを付言する(19)｡

Ⅲ ｢テロ｣ とイスラエルの安全保障

イスラエルでは､ 自国は ｢テロ｣ の脅威を､

長い間に亘って受け続けてきたと認識されてい

る(20)｡ 第一次中東戦争が終了したのち第二次

中東戦争 (1956年) が始まるまでは､ パレスチ

ナ人によるグリーン･ラインを越境しての窃盗

や殺人が､ 頻繁に行われた(21)｡ これは､ 当初

は散発的なものであったが､ 次第に組織化され

規模も大きくなってきた｡ また､ 1965年から第

三次中東戦争の開始までも､ シリアの容認のも

とに､ ファタハがグリーン･ラインの中に侵入

して破壊活動などを行っている(22)｡ 第三次中
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東戦争でイスラエルの実効支配領域が拡大する

と､ 新たな休戦ラインを越えての破壊活動が引

き続き行われた｡ 1968年から PLO､ ヨルダン

軍やヨルダン駐留のイラク軍による砲撃が行わ

れるようになったが､ 中でも PLOが中心的役

割を担うようになった(23)｡ PLOは､ 1970年に

｢黒い九月｣ 事件(24) でヨルダンから追放される

と､ レバノンに拠点を移してそこからイスラエ

ルに砲撃を加えることになる｡ 他方､ イスラエ

ル国営のエル・アル航空の航空機が1968年にハ

イジャックされたことを皮切りに､ イスラエル

国外のイスラエル人を対象とする ｢テロ｣ が起

きるようになる(25)｡

これらの行為に対するイスラエルの対抗措置

は､ ｢テロの拠点｣ に対する攻撃である(26)｡ し

かしながら､ レバノン戦争 (1982－1985年) と

それに続く ｢安全保障地帯 (Security Zone)｣

の設定 (1985－2000年) を除くと､ いずれの軍

事行動も一時的なものであり､ ｢テロの拠点｣

を制圧しそのまま占領するということはなかっ

た｡ レバノン戦争は､ レバノンから PLOの攻

撃が度々行われていたことを背景として､ 直接

的には駐英イスラエル公使が襲撃されたことへ

の対抗措置として始められた｡ イスラエルはベ

イルートまで侵攻したが､ レバノンの武装組織､

PLO､ シリア軍が複雑に絡み合い､ 長期間に

亘る戦争となった｡ イスラエルは､ 1985年にレ

バノンからの撤退を完了したと宣言したが､ 実

際はレバノン南部を ｢安全保障地帯｣ と称して

キリスト教徒の武装組織である ｢南レバノン軍

(Army of Southern Lebanon)｣ と共同して占

領し続けた｡ 駐留していたイスラエル軍が､ イ

スラーム・シーア派の武装組織であるヒズボッ

ラー (Hizbullah) の攻撃で多くの死傷者を出

したことで､ イスラエルは ｢安全保障地帯｣ か

ら2000年５月に撤退している｡ なお､ レバノン

からの撤退後も､ ヒズボッラーは､ イスラエル

軍の拠点への迫撃砲による攻撃やイスラエル軍

機への対空攻撃などを行っており､ 両者の間の

武力衝突が完全に沈静化したわけではない(27)｡

このように､ イスラエルにとって ｢テロ｣ の

脅威は､ 断続的に継続してきたと認識されてい

るものの､ 安全保障上の主要な脅威は周囲のア

ラブ諸国の軍事力であり､ ｢テロ｣ の戦略面で

の位置付けはそれより低いものであった(28)｡

周囲のアラブ諸国と比較して人口が少なく相対

的に小さい兵力しか保持できないこと､ ｢戦略

的縦深性 (strategic depth)｣ が著しく欠如し

ているという地理的な条件から､ イスラエルは､

｢先制攻撃 (preemptive strike 又は preemptive

attack)｣ と戦略的縦深性の確保を目指すとい

う安全保障戦略を形成してきた｡ 建国時から第

三次中東戦争までのイスラエルの実効支配領域

は縦長に狭隘であり､ その中への侵攻を一旦許

してしまうと､ 政治・経済の中心への敵戦力の

攻撃や､ 敵戦力による領域の分断が容易になさ

れることになる｡ 戦略的に利用可能な領域の広

がりを戦略的縦深性というが､ イスラエルは戦

略的縦深性が欠如しているという安全保障環境

でスタートしたのである｡ こうした安全保障環

境のもと､ 戦争が避けられない状況下では､ 先

制攻撃は必須とされた(29)｡ イスラエルの先制

攻撃は､ 第三次中東戦争など多くの実例があり､

その国際法上の合法性が議論の対象となってい

るところである(30)｡

この安全保障戦略の成功例が､ 先制攻撃によ

りエジプト､ シリア及びヨルダンに勝利し､ ヨ

ルダン川西岸・ガザ地区､ 東エルサレム､ ゴラ

ン高原及びシナイ半島を占領することで戦略的

縦深性を大幅に確保するに至った第三次中東戦

争である｡ ｢テロ｣ に対しても戦略的縦深性を

確保することで対処しようとする戦略は､ レバ

ノン戦争及び ｢安全保障地帯｣ の設定で採用さ

れたが､ これは第三次中東戦争によってイスラ

エルの安全保障環境が大幅に向上したことによ

る｡ 戦略的縦深性を確保したことと､ 周辺国の

うち最大の軍事力を保持するエジプトとの間に

平和条約を締結したこと (1979年) などから､

イスラエルの軍事力は周囲のアラブ諸国を凌駕

するようになった｡ その結果､ より強硬な安全
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保障戦略を採用することができるようになった

とともに､ 安全保障上の脅威において ｢テロ｣

の占める位置が相対的に高くなったのである｡

Ⅳ イスラエルの安全保障と ｢一方的分

離｣ 構想

アル・アクサ・インティファーダとそれ以外

の ｢テロ｣ が異なるのは､ ｢テロリスト｣ がど

こから侵入し､ どこで ｢テロ｣ を起こすかとい

う点である｡ アル・アクサ・インティファーダ

以外のこれまでの ｢テロ｣ は､ レバノンなど完

全にイスラエルの主権が及んでいない領域から

｢テロリスト｣ がイスラエルに侵入して起こし

てきた｡ 対して､ アル・アクサ・インティファー

ダでは､ 第三次中東戦争においてイスラエルが

占領した領域のうちパレスチナの暫定自治が行

われている領域にある ｢テロの拠点｣ から､

｢テロリスト｣ がグリーン・ラインの内であれ

外であれイスラエルが管轄している領域に侵入

して ｢テロ｣ を起こしていると､ イスラエルは

捉えているのである｡

アル・アクサ・インティファーダにおける

｢テロ｣ の特徴を踏まえつつ､ その対応におい

てヨルダン川西岸・ガザ地区をどのように扱う

かという点についてのイスラエル内の意見は､

次の三つに概念的に分けることできる｡

第一には､ パレスチナ自治区の一部又は全部

を ｢再占領｣ することで､ 戦略的縦深性を確保

することである (｢再占領政策｣)｡ この選択肢の

延長線上には､ パレスチナ自治政府の解体又は

パレスチナ自治区からの追放がある｡ また､ 最

も過激な措置として､ ヨルダン川西岸・ガザ地

区からのパレスチナ人の ｢移送｣ を主張する声

もイスラエル内にはある(31)｡ イスラエルでは､

強制的であれ自発的であれパレスチナ人をイス

ラエルから ｢移送｣ する政策をとるべきか否か

ということが､ 現実に語られている｡

｢再占領政策｣ は､ ｢テロ｣ への対抗措置とし

て始まったレバノン戦争及び ｢安全保障地帯｣

の設定と同様の論理に基づくものである｡ ガザ

地区からのロケット攻撃に対して､ イスラエル軍

がガザ地区北部に８～10キロメートルの ｢安全

保障地帯｣ を設定したと報じられているが(32)､

これも ｢再占領政策｣ の一つといえる｡ 他方､

ヨルダン川西岸をイスラエル領にすべき又はユ

ダヤ人にはヨルダン川西岸に居住する権利があ

るとする主張が､ 一定の支持を得ている｡ この

主張は､ ｢イスラエルの地 (ヨルダン川西岸及び

東岸を指す､ これを意味するヘブライ語をアルファ

ベットで表記すると "Eretz Israel" となる)｣ であ

るヨルダン川西岸は､ 神がユダヤ人に約束した

ものであるという信仰に基づくもので､ この領域

にユダヤ人が住むことは歴史的な使命であり疑

いようのない権利であるとするものである(33)｡

ヨルダン川西岸はイスラエルに帰属すべきとい

う考えは､ ユダヤ人とアラブ人の闘争の不可避

性及び国際政治における軍事力の優越性に対す

る信奉と合わさって､ ｢修正主義 (Revisionism)｣

と呼ばれるイデオロギーを形成してきており､

リクードの安全保障政策の源流となってきた(34)｡

｢イスラエルの地｣ に対してユダヤ人は権利を

保有するという主張及び ｢修正主義｣ は､ イス

ラエルの入植地政策や中東和平プロセスにこれ

までも影響を与えてきたものであるが､ ｢再占

領政策｣ を促進する一要因になるとも思われる｡

なお､ ｢修正主義｣ とは､ 1922年に英国がヨ

ルダン川東岸 (現ヨルダン) を委任統治領パレ

スチナに含めないと決定したことをシオニズム

の主流派が受け入れたのに対して､ これを拒否

した人々のイデオロギーである｡ ただし､ ｢修

正主義｣ は､ ホロコーストやアラブ諸国との戦

争を繰り返したイスラエル建国後の歴史の経験

からより過激になって､ リクードに受け継がれ

てきたとも指摘される｡ これを ｢新修正主義

(Neo-revisionism)｣ 又は ｢大イスラエル主義｣(35)

ともいう｡ ヨルダン川東岸までをもイスラエル

に帰属させるべきとの主張がなされることは､

現在は少ない｡

第二には､ イスラエルが､ ヨルダン川西岸・
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ガザ地区から自国の安全保障に十分と思われる

ところまで撤退することである (｢撤退政策｣)｡

｢一方的分離｣ 構想のうち､ ｢恒久的一方的分離｣

構想と ｢暫定的一方的分離｣ 構想がこれに該当

する｡ ｢一方的｣ な措置ではあるものの､ 他の

選択肢と比較するとパレスチナ側に受け入れ易

いものであり､ オスロ合意の方向性とも一定の

重なりを持っている｡ イスラエルはレバノン南

部の ｢安全保障地帯｣ から撤退したが､ この措

置と軌を一にするものである｡

第三には､ イスラエルが管轄している地域を

変更しないという意味での現状維持である

(｢現状維持政策｣)｡ ｢現状維持政策｣ は､ シャロ

ン現政権が採用してきた政策である｡ ただし､

｢テロ｣ への対抗措置としてパレスチナ自治区

に対する侵攻がたびたびなされており､ その規

模と期間によっては事実上 ｢再占領政策｣ に近

づくこともある｡ ｢一方的分離｣ 構想のうち､

｢安全保障上の一方的分離｣ 構想と ｢全面的一

方的分離｣ 構想がこれに該当するが､ 分離地帯

の規模によっては ｢再占領政策｣ という面が強

くなる｡

｢再占領政策｣ は､ 公然と進めるには困難な

選択肢である｡ オスロ合意に大きく反するもの

であり､ 国際社会の強い反発を受けることにな

る｡ また､ 次に挙げる二点からも ｢再占領政策｣

の選択にはリスクが伴う｡ 一つはヨルダン川西

岸・ガザ地区におけるユダヤ人とパレスチナ人

の人口比であり､ もう一つは ｢テロ｣ の原因に

与える影響である｡ パレスチナ人の人口増加率

は高く､ ヨルダン川西岸・ガザ地区に居住して

いるパレスチナ人は特に高い(36)｡ イスラエル

の領土及びその管轄下にある領域においてユダ

ヤ人の人口比が下がることは､ ユダヤ人国家と

いうイスラエルのアイデンティティに対する脅

威であると､ イスラエルでは理解されている｡

国際社会が万一､ ヨルダン川西岸・ガザ地区の

再占領や併合を許しても､ パレスチナ人を ｢移

送｣ しない限り､ イスラエルの国家としてのア

イデンティティが揺らぐことになるというもの

である｡ ただし､ パレスチナ人の ｢移送｣ が国

際社会に受け入れられる可能性は皆無といえる｡

イスラエル政府は､ ｢テロ｣ はイスラエルに

よるヨルダン川西岸・ガザ地区の占領に起因す

るというパレスチナ側の見方を否定し､ パレス

チナ側が妥協によるイスラエルとの和平に反対

していることこそが､ ｢テロ｣ の原因であると

主張している(37)｡ 確かに､ ハマースらのイス

ラーム原理主義の武装組織は､ オスロ合意に強

く反対してきた｡ しかしながら､ その領域の範

囲やイスラエルとの関係については様々な見解

に分かれるだろうが､ パレスチナ人が幅広く共

有する望みが､ イスラエルの支配下から離れて

パレスチナ人による国家を樹立することにある

ことは確かと思われる｡ したがって､ イスラエ

ルが ｢現状維持政策｣ や ｢撤退政策｣ を採用し

てもあらゆる ｢テロ｣ がなくなるとはいえない

ものの､ ｢テロ｣ の原因という観点から見れば

｢再占領政策｣ が資するところはないと思われ

る｡ この立場を受け入れれば､ ｢再占領政策｣

よりは ｢現状維持政策｣､ ｢現状維持政策｣ より

は ｢撤退政策｣ を採用することが､ ヨルダン川

西岸・ガザ地区に ｢テロの拠点｣ が生じる傾向

を弱めるといえる｡

もっとも､ レバノン南部の ｢安全保障地帯｣

からの撤退を前例として倣うには､ イスラエル

とパレスチナ側との関係は複雑である｡ 特に､

イスラエルと将来のパレスチナ国家との境界線

が､ イスラエルとレバノンとの境界線のように

確定していないことは､ 大きな不確定要素とい

えよう｡ イスラエルにおいては､ ヨルダン川西

岸・ガザ地区からどの程度撤退できるかについ

てコンセンサスを得るのが容易ではなく､ また

パレスチナ側にも同様の問題がある(38)｡ さら

に､ イスラエルが決めた境界線をパレスチナ側

が受け入れるかどうかという点に加えて､ ほか

にも東エルサレムの帰属などの大きな問題が両

者の間にあり､ これらが ｢テロ｣ を含む武力衝

突の原因となることも考えられる｡
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おわりに

｢一方的分離｣ 構想は､ イスラエルが管轄す

る領域－主にグリーン･ライン内－における

｢テロ｣ の発生を防止することを目的とする｡

そして､ これにヨルダン川西岸・ガザ地区から

の撤退を伴う場合､ ｢テロ｣ への戦術的な対策

となるに止まらず､ 当該地域に ｢テロの拠点｣

が生じる傾向を弱めるという点で､ 国際社会の

反発を可能な限り軽減し､ 積極的に採用できる

数少ない選択肢のうちの一つとなりうる｡ しか

しながら､ イスラエルと将来のパレスチナ国家

との境界線について両者が納得する可能性が現

在低いことに加えて､ 東エルサレムの帰属など

大きな問題があることからも､ ｢一方的分離｣

構想が､ イスラエル・パレスチナ紛争の沈静化

又は解決にどれだけ寄与するかを判断すること

は困難といえる｡ 他方､ ｢一方的分離｣ 構想は

その内容や実施方法によっては､ ｢現状維持政

策｣ となるし､ ｢再占領政策｣ に近いものにな

ることもある｡ これらの場合は､ ｢テロ｣ の発

生を防止できるかという､ 純粋に戦術的な面が

問われることになると思われる｡
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